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説明資料



欧州の給与体系（フランス）
職群別×年齢別年収（€）Insee,2011 Salaire brut en équivalent temps plein (ou brut annuel par année travail) (€)
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欧州の雇用区分別就業者数（フランス×フルタイマー）

→30歳以降、階層間の移動はほとんどない。 2



カードル（主に院・グランゼコール卒）

資格者（高卒・専門・短大・高専卒）

無資格者（非大卒＆無資格領域で働く）

中間職（主に大卒）

欧州の職務と賃金（フランスベース）

4万€
(530万円)

3万€
(400万円)

2万5000€
(330万円)

×

×

上位階層への
職務移動は少ない

⇒一生決められた仕事、同じ給与で働く 3



欧州のワークライフバランス①エリートは労働時間が長い

フランス民主労働同盟
2012年資料
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フランスでもエリート階層は長時間労働が常態化

欧州のワークライフバランス②エリートはWLBが充実していない
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テレワークで、日曜労働（前頁）、労働時間の長期化が起きている

欧州のワークライフバランス③エリートは労働と余暇が未分離
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欧州型雇用の結論

給料が上がるが、
長時間労働が基本

給料が上がらないが、WLB充実

中間的勤務
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無資格者
資格者

日本の給料×欧州との比較①大卒正社員（男子正社員/単位千円）

カードル

中間職務

どの規模の企業群でも、
大卒者はカードルクラスとなる。
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無資格者
資格者

カードル

中間職務

日本の給料×欧州との比較②高卒正社員（男子正社員/単位千円）

高卒でも、中間職～カードル並
みの給料となる。
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無資格者
資格者

カードル

中間職務

日本の給料×欧州との比較③非正規フルタイマー（単位千円）

非正規だとフルタイマーでも
無資格者並みかそれ以下。
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無資格者
資格者

カードル

中間職務

日本の給料×欧州との比較④非正規パート（※ﾌﾙﾀｲﾑ勤務換算）

非正規でもパートと常勤で
給与に格差

同規模企業のフルタイマー非正規の労働時間をもとに、換算
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日本型雇用の課題

カードル

無資格者
資格者

中間職務

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

①正社員で勤続すれ
ば、多くが「カードル」
並み給与となる問題。

300万円

400万円

500万円

②熟練非正規の年収UP50万円

③パートと常勤の年収格差50万円
パート

非正規常勤

高卒正社員

大卒正社員 ④昇給可能
性が低いの
に年2000
時間も労働
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欧州の資格者

非正規労働に関する3つの政策基軸

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

300万円

400万円

500万円

パート

非正規常勤

大卒正社員

△

①そもそも、日本型正社員こそ
が世界の異端。ここに全員を寄
せるのは無理。この導線は、ミ
スマッチ解消や正社員化タイム
ラグ短縮を政策の軸にする。

②欧州の資格者並労働条件
への改善。年収50万円UP
＆労働時間400時間縮減○

欧州の見習い労働者（CFA）

○③パート格差の縮小。熟練により、
年収（換算値）で50万～100円UP

正社員×勤続
＝カードル問題
・ｴｸﾞｾﾞﾝﾌﾟｼｮﾝ
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基軸①ミスマッチを解消＆短期間に正社員化

正社員希望があり、正社
員登用の可能性が高い
人材を、ミスマッチなく早
期に正社員化する施策
。

現状の試行雇用の改善点②既卒者が対象

現状の試行雇用の改善点①1社しか経験できない

1社目

1か月

2社目

1か月

3社目

1か月

4社目

1か月

5社目

1か月

タイプの異なる数社を体験して比較可能に

新卒の就活インターンシップにも適用

8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

４
年
時

大手採用 中堅採用
１
社
目

２
社
目

５
社
目

３
社
目

４
社
目

肌合わせ型ｲﾝﾀｰﾝ

準
備
期
間

日本型インターンシップ

欧州型インターンシップ

仕事ができないと雇ってもらえない。

仕事は入社後に教える。ただし社風に合う人。

短期肌合い合わせ型（人物面のすり合わせ）

長期実務型インターンシップ

※埼玉県の事業に参考事例あり
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基軸②非正規労働者の給与UP+時間短縮

○残業割増
・給与アップ・時間短縮
・雇用創出

代替が難しい
×残業代割増
○エグゼンプションと
自律的労働（権利と義務）

代替採用が容易

大卒正社員

非正規労働

年齢

賃
金

企業規模を限定(50人未満？)して、
非正規社員を対象に
「残業割増率を50％にした会社」に
助成金を支給する。

人材が逼迫している現在、残業代50％割増は、中堅→大手にも波及

個別企業労組が労使協議でそれを固定化？？

労使協約締結企業に助成金（もしくは社会保険負担・税負担軽減） 15


